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令和７年 11月 

国 税 庁 

 

このＱ＆Ａは、令和７年 11 月に行われた、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する一般的な質問を取

りまとめたものです。 

（注）この資料は、令和７年 11 月 19 日現在の法令等に基づいて作成しています。 
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Ｑ１ 通勤手当の非課税限度額の引上げについて、どのような改正が行われたのですか。 

 

Ａ１ 令和７年 11 月 19 日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの

交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 

改正後の１か月当たりの非課税限度額は次のとおりです。 

 

【改正後の１か月当たりの非課税限度額】 

区 分 

課 税 さ れ な い 金 額 

改 正 後 
（令和７年４月１日以後適用） 

改 正 前 

① 交通機関又は有料道路を利用している人

に支給する通勤手当 

１か月当たりの合理的な運賃等の額 

（最高限度 150,000円） 
同 左 

② 自動車や自転

車などの交通用

具を使用してい

る人に支給する

通勤手当 

通勤距離が片道 55km以上

である場合 
38,700円 31,600円 

通勤距離が片道 45km以上

55km未満である場合 
32,300円 28,000円 

通勤距離が片道 35km以上

45km未満である場合 
25,900円 24,400円 

通勤距離が片道 25km以上

35km未満である場合 
19,700円 18,700円 

通勤距離が片道 15km以上

25km未満である場合 
13,500円 12,900円 

通勤距離が片道 10km以上

15km未満である場合 
7,300円 7,100円 

通勤距離が片道２km 以上

10km未満である場合 
4,200円 同 左 

通勤距離が片道２km 未満

である場合 
      （全額課税） 同 左 

③ 交通機関を利用している人に支給する通

勤用定期乗車券 

１か月当たりの合理的な運賃等の額

 （最高限度 150,000円） 
同 左 

④ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交

通用具も使用している人に支給する通勤手

当や通勤用定期乗車券 

１か月当たりの合理的な運賃等の額

と②の金額との合計額 

  （最高限度 150,000円） 

同 左 

 

Ｑ２ 改正後の非課税限度額は、いつから適用されるのですか。 

 

Ａ２ Ｑ１の改正は、令和７年 11 月 20 日に施行され、改正後の非課税限度額は、令和７年４月１日以後

に支払われるべき通勤手当について適用されます。  
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Ｑ３ 「令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当」とは、どのような通勤手当のことをいうので

すか。 

 

Ａ３ 「令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が令和７年４月

１日以後のものをいいます。 

  イ 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められて

いないものについてはその支給を受けた日 

  ロ 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の

差額に相当する通勤手当（令和７年４月１日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給す

るものを除きます。）で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定めら

れていないものについてはその改訂の効力が生じた日 

 

Ｑ４ 令和７年４月 10日に令和７年３月分の通勤手当を支給（給与規程に従って支給）していた場合、こ

の通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。 

 

Ａ４ お尋ねの通勤手当については、令和７年４月 10 日が支給日であり、「令和７年４月１日以後に支払

われるべき通勤手当」に該当しますので、改正後の非課税限度額が適用されます。 

 

Ｑ５ 令和７年３月 10日に令和７年４月分の通勤手当を支給（給与規程に従って支給）していた場合、こ

の通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。 

 

Ａ５ お尋ねの通勤手当については、令和７年３月 10 日が支給日であり、「令和７年４月１日以後に支払

われるべき通勤手当」には該当しませんので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税

限度額が適用されます。 

 

Ｑ６ 令和７年４月 10日に令和７年３月分の通勤手当を支給（給与規程に従って支給）していました。今

回の改正を踏まえ、令和７年４月１日に遡って通勤手当を増額する給与規程の改訂を行い、令和７年

４月 10 日に支給した通勤手当との差額を令和７年 12 月 25 日（給与規程の改訂で定められた支給日）

に支給した場合、この差額支給分の通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。 

 

Ａ６ お尋ねの通勤手当については、給与規程の改訂で定められた支給日が令和７年 12 月 25 日であるた

め「令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当」に該当し、また、支給する差額は令和７年４

月 10 日が支給日である通勤手当（令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当）の差額として追

加支給するものですので、改正後の非課税限度額が適用されます。 
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Ｑ７ 令和７年３月 10日に令和７年４月分の通勤手当を支給（給与規程に従って支給）していました。今

回の改正を踏まえ、令和７年１月１日に遡って通勤手当を増額する給与規程の改訂を行い、令和７年

３月 10 日に支給した通勤手当との差額を令和７年 12 月 25 日（給与規程の改訂で定められた支給日）

に支給した場合、この差額支給分の通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。 

 

Ａ７ お尋ねの通勤手当については、給与規程の改訂で定められた支給日が令和７年 12 月 25 日であるた

め「令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当」に該当しますが、支給する差額は令和７年３

月 10 日が支給日である通勤手当（令和７年４月１日前に支払われるべき通勤手当）の差額として追加

支給するものですので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。 

 

Ｑ８ 未払いであった令和７年２月分の通勤手当（本来の支給日：３月 10 日）を令和７年４月 10 日に支

給した場合、改正後の非課税限度額が適用されますか。 

 

Ａ８ お尋ねの通勤手当については、本来の支給日が令和７年３月 10 日であるため、「令和７年４月１日

以後に支払われるべき通勤手当」には該当しませんので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正

前の非課税限度額が適用されます。 

 

Ｑ９ 未払いであった令和７年８月分の通勤手当（本来の支給日：９月 25 日）を令和７年 12 月 25 日に支

給した場合、改正後の非課税限度額を適用して源泉徴収すればよいのですか。 

 

Ａ９ お尋ねの場合には、令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当を令和７年 11 月 20 日以後に

支給することになりますので、改正後の非課税限度額を適用して源泉徴収することになります。 

 

Ｑ10 改正後の非課税限度額は、令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当について適用されると

のことですが、所得税法施行令の一部を改正する政令の施行日前（令和７年 11 月 19 日まで）に既に

改正前の非課税限度額を適用して支給している「令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当」

については、どうすればよいですか。 

 

Ａ10 令和７年４月１日以後に支払われるべき通勤手当で、令和７年 11 月 19 日までに支払われたものに

ついては、遡って税額の再計算を行う必要はなく、本年の年末調整の際に、改正後の非課税限度額を

適用した場合に過納付となる税額を精算することになります。 

具体的な精算の手続については、リーフレット「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」をご

確認ください。 

 

Ｑ11 年末調整の際には新たに非課税となった金額とその計算根拠を源泉徴収簿の余白に記載すると聞き

ましたが、当社の使用している給与計算ソフトではそのような記載ができません。どうすればよいで

すか。 

 

Ａ11 正しく年調年税額が算出されているのであれば、新たに非課税となった金額やその計算根拠の記載

を省略しても差し支えありません。 

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf
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Ｑ12 改正前の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給していましたが、今回の改正を踏まえ、令和７年

４月１日に遡って改正後の非課税限度額との差額を通勤手当の追加支給として支払った場合、年末調

整の際の精算は必要ですか。 

 

Ａ12 既に支払われた通勤手当と追加支給される通勤手当との合計額が改正後の非課税限度額内であれば、

その全額が非課税となりますので、年末調整の際の精算など特段の手続は不要です。 

 

Ｑ13 年の中途（令和７年６月 30日）に従業員が死亡したため、その死亡日までの給与等について年末調

整を行っていましたが、この場合はどのように取り扱うのですか。 

 

Ａ13 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改

正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整

の再計算を行うことになります。 

 

Ｑ14 年の中途（令和７年６月 30日）に従業員が海外勤務となり非居住者となりました。このため、その

出国の時までに年末調整を行っていましたが、この場合はどのように取り扱うのですか。 

 

Ａ14 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改

正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整

の再計算を行うことになります。 

 

Ｑ15 給与所得の源泉徴収票はどのように記載すればよいですか。 

 

Ａ15 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額

を記入してください。 

 

Ｑ16 年の中途に退職した従業員に対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、通勤手当の非

課税限度額が引き上げられたことにより、何か対応しなければならないことはありますか。 

 

Ａ16 年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合

には、特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改

正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄

を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付し

てください。 
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